
令和6年10月号 16令和6年10月号17

寄
居
町
地
域
通
貨
Yヨ

リ

o
r
i
－
Cカa

3
周
年
記
念
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　
寄
居
町
地
域
通
貨
Y
o
r
i
‒
C
a（
ヨ
リ

カ
）は
寄
居
町
が
発
行
す
る
独
自
の
地
域
通

貨
で
、1
ポ
イ
ン
ト
＝
1
円
で
お
買
い
物
が

で
き
、町
内
の
ヨ
リ
カ
取
扱
店
で
利
用
で
き

ま
す
。今
回
、発
行
3
周
年
を
記
念
し
て
、プ

レ
ミ
ア
ム
率
30
％
の
プ
レ
ミ
ア
ム
チ
ャ
ー
ジ

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
ま
す
。

※ 

利
用
期
間
が
終
了
す
る
と
、キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
プ
レ
ミ
ア
ム
ポ
イ

ン
ト
は
失
効
し
ま
す
。

※ 

チ
ャ
ー
ジ
し
た
分
の
ポ
イ
ン
ト
の
有
効
期

限
は
、最
終
チ
ャ
ー
ジ
日
か
ら
2
年
間
で

す
。

 

産
業
振
興
企
業
誘
致
課

（

5
8
1
･
2
1
2
1
内
線
4
1
1
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4
1
2
）

ご
参
加
く
だ
さ
い
！

カ
ロ
ー
リ
ン
グ
親
善
大
会・体
験
教
室

　

町
で
は
、第
17
回
寄
居
町
カ
ロ
ー
リ
ン
グ

親
善
大
会
を
開
催
し
ま
す
。ま
た
、大
会
前
に

体
験
教
室
を
実
施
し
ま
す
。初
め
て
の
方
か

ら
ベ
テ
ラ
ン
の
方
ま
で
、ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ

い
。親

善
大
会

▼ 

日
時
／
11
月
24
日
㈰
午
前
8
時
30
分
開
会

式（
受
付
8
時
〜
） 　

▼ 

定
員
／
1
チ
ー
ム
3
人
編
成
と
し
、最
高

48
チ
ー
ム
ま
で（
申
込
順
）

※
チ
ー
ム
は
男
女
混
合
可

▼ 

競
技
方
法
／
各
チ
ー
ム
4
試
合
を
行
い
、

勝
数
や
合
計
得
点
に
よ
り
順
位
を
決
定
し

ま
す
。組
み
合
わ
せ
は
当
日
発
表
し
ま
す
。

▼ 

申
し
込
み
／
11
月
1
日
㈮
ま
で
に
、生
涯

学
習
課
に
備
え
付
け
て
あ
る
参
加
申
込
書

に
必
要
事
項
を
記
入
し
、同
課
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

▼ 

そ
の
他
／
開
会
式
は
チ
ー
ム
全
員
で
参
加

し
て
く
だ
さ
い
。

体
験
教
室

▼ 
日
時
／
10
月
20
日
㈰
午
前
9
時
30
分
〜
11

時
30
分

　
11
月
23
日（
土
･
祝
）午
後
3
時
〜
5
時

▼ 

定
員
／
各
50
人（
申
込
順
）

▼ 

申
し
込
み
／
各
開
催
日
3
日
前
ま
で
に
直

接
、ま
た
は
電
話
で
生
涯
学
習
課
へ
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

共
通

▼ 

場
所
／
総
合
体
育
館
･
ア
タ
ゴ
記
念
館

▼ 

対
象
／
町
内
に
在
住
･
在
勤
･
在
学
の
方

▼ 

持
参
す
る
も
の
／
体
育
館
シ
ュ
ー
ズ
、運

動
し
や
す
い
服
装
、タ
オ
ル
、水
分
補
給
で

き
る
も
の 

等

▼ 

費
用
／
無
料

 

生
涯
学
習
課

　
（

5
8
1
･
2
1
2
1
内
線
5
3
1
）

キャンペーン期間 11月1日㈮～12月25日㈬
※予算額に達し次第終了となります。

カローリング
について

10
月
～
12
月
は
県
下
一
斉
滞
納
整
理

強
化
期
間
で
す
！

　

毎
年
10
月
か
ら
12
月
ま
で
の
3
カ
月
間

は
、県
下
一
斉
の「
滞
納
整
理
強
化
期
間
」と

し
、税
収
確
保
と
納
税
率
向
上
の
た
め
滞
納

整
理
の
取
り
組
み
を
強
化
し
ま
す
。

　
納
期
限
内
に
納
付
し
た
納
税
者
と
の
公
平

性
を
保
つ
た
め
、正
当
な
理
由
な
く
町
税
等

を
滞
納
し
て
い
る
方
に
つ
い
て
、財
産
調
査
、

滞
納
処
分（
差
し
押
さ
え
等
）を
積
極
的
に
行

い
ま
す
。

▼ 

町
税
等
は
納
期
限
内
に
納
付
し
ま
し
ょ
う

町
税
等
は
、定
め
ら
れ
た
納
期
限
内
に
、自

主
的
に
納
付
し
て
い
た
だ
く
の
が
原
則
で

す
。

▼ 

税
金
を
滞
納
す
る
と

納
期
限
を
過
ぎ
て
も
納
付
が
確
認
で
き
な

い
場
合
は
督
促
状
を
発
送
し
ま
す
。督
促

後
も
完
納
し
な
い
場
合
は
、財
産
等
を
調

査
し
、財
産
等
が
発
見
さ
れ
た
場
合
は
法

律
に
基
づ
き
滞
納
処
分（
差
し
押
さ
え
等
）

を
行
い
ま
す
。

▼ 

納
付
で
き
な
い
事
情
が
あ
る
と
き
は

税
務
課
で
は
、納
期
限
内
に
税
金
を
納
め

る
こ
と
が
困
難
な
方
の
相
談
を
受
け
付
け

て
い
ま
す
。や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り

納
税
が
困
難
な
方
は
、早
め
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

滞
納
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に

▼ 

町
税
の
納
付
は
便
利
な
口
座
振
替
で

町
で
は
、町
税
の
納
付
に
つ
い
て
、便
利
で

安
心
確
実
な
口
座
振
替
を
推
奨
し
て
い
ま

す
。

利
用
で
き
る
金
融
機
関
は
、町
内
に
支
店

の
あ
る
金
融
機
関
の
本
店・支
店
で
す
。金

融
機
関
の
登
録
印
鑑
、通
帳
等
を
持
参
し

て
、各
金
融
機
関
で
口
座
振
替
の
申
し
込

み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
▼ 

国
民
健
康
保
険
の
脱
退
の
手
続
き
を
忘
れ

ず
に

国
民
健
康
保
険
か
ら
社
会
保
険
に
変
わ
っ

た
と
き
は
、町
民
課
で
国
民
健
康
保
険
の

脱
退
の
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。加

入
し
た
社
会
保
険
等
の
保
険
証
を
持
参
し

て
、町
民
課
に
て
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。手
続
き
を
行
わ
な
い
と
、国
民
健
康

保
険
に
加
入
し
て
い
る
状
態
が
続
き
、課

税
さ
れ
た
ま
ま
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

▼ 

町
民
税・県
民
税
の
特
別
徴
収
に
つ
い
て

町
民
税
･
県
民
税
が
普
通
徴
収（
自
分
で

納
付
書
や
口
座
振
替
で
納
め
る
こ
と
）に

な
っ
て
い
る
方
が
、就
職
し
た
場
合
、納

期
限
が
来
て
い
な
い
納
期
の
も
の
は
、特

別
徴
収（
会
社
に
て
給
与
か
ら
差
し
引
き

し
て
納
め
る
こ
と
）に
切
り
替
え
が
可
能

な
場
合
が
あ
り
ま
す
。納
め
忘
れ
が
な
く

便
利
で
す
の
で
、勤
務
先
の
給
与
担
当
の

方
に
確
認
を
し
て
く
だ
さ
い
。

 

税
務
課

（

5
8
1
･
2
1
2
1
内
線
1
5
3
･

  

1
5
7
･
1
5
8
）

● 

国
民
健
康
保
険
の
脱
退
に
つ
い
て
は
町
民

課（

5
8
1
･
2
1
2
1
内
線
1
1
3
〜

1
1
5
）へ
。

カローリングとは
氷上のスポーツ「カーリング」からヒントを得て誕生
したインドアスポーツです。子どもから高齢者まで、
年齢・性別・体力に関係なく、どなたでも気軽に楽し
める競技です。

滞納処分に関するＱ＆Ａ
Ｑ1：滞納処分とは何ですか？
Ａ1： 税金について、督促後も完納しない場合

に行う強制徴収手続きで、差し押さえや
捜索などがあります。

Ｑ2： 事前に連絡なく財産を差し押さえられま
した。連絡はないのですか？

Ａ2： 納期限を過ぎても納付がない方には督促
状を発送していますので、滞納処分前の
連絡は行いません。

Ｑ3： 少額滞納しかしていないのに、勤務先に
給与照会が届いたため、勤務先の方に滞
納があることが知られてしまいました。
なぜこのようなことをするのですか？

Ａ3： 滞納税額の多少にかかわらず、滞納があ
る方に対して、法律に基づいて、財産調
査の一環として給与照会を行っていま
す。

Ｑ4： 滞納税を分割納付したいのですが、金額
や納付ペースは自分で決められますか？

Ａ4： 滞納税は一括納付が原則ですが、失業
等やむを得ない事情がある場合、早めに
ご相談ください。収入状況等を聞き取り
し、分割の回数や金額、納付方法をご相
談のうえ決定します。

都
市
計
画
の
案
の

縦
覧
に
つ
い
て

　

寄
居
都
市
計
画
下
水
道
の
変
更
に
当

た
り『
都
市
計
画
法
』第
17
条
に
基
づ
く

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧

▼ 

縦
覧
内
容
／「
寄
居
都
市
計
画
下
水

道
」の
変
更
案（
寄
居
町
決
定
）

▼ 

縦
覧
期
間
／
10
月
8
日
㈫
〜
22
日
㈫

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分 

※
土
･
日
曜
日
、祝
日
を
除
く

▼ 

縦
覧
場
所
／
上
下
水
道
課

▼ 

そ
の
他
／
案
に
つ
い
て
は
、町
公
式

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
に
な
れ
ま

す
。

案
に
対
す
る
意
見
書
の
提
出

▼ 

対
象
／
寄
居
町
民
の
方
お
よ
び
利
害

関
係
人

▼ 

提
出
先
／
上
下
水
道
課

▼ 

提
出
方
法
／
提
出
先
へ
持
参
、ま
た
は

郵
送
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼ 

提
出
期
限
／
10
月
22
日
㈫
午
後
5
時

15
分
ま
で（
期
日
必
着
）

 

上
下
水
道
課

（

5
8
1
･
2
1
2
1
内
線
2
6
5
）

プレミアムポイント利用期間

内容 1‚000円のチャージで
300プレミアムポイント付与

※ 上限額（20,000円）まで複数回に分けてチャージした場合で
も、プレミアムポイントは付与されます。

※ アプリタイプの場合、スマートフォンアプリ「c
チ ー カ
hiica」内、ヨリカ

のチャージボタンを押し「チャージ可能なマネー一覧」の中から
「ヨリカ3周年プレミアムチャージ」を選択してください。

※ カードタイプの場合、キャンペーン期間中、チャージは「プレミ
アムチャージ」（チャージ上限額20,000円まで）のみに限られ
「通常チャージ」（利用時1％還元）はできません。

※ 付与されたプレミアムポイントは1％ポイント還元の対象となり
ません。

（付与上限：1人当たり6,000プレミアムポイント）

ポイント付与日から令和7年3月31日㈪まで

行政インフォメーション　INFORM
ATION

行政インフォメーション　INFORM
ATION


